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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和２年１月２７日（令和２年（行情）諮問第３４号） 

答申日：令和４年３月２４日（令和３年度（行情）答申第５９３号） 

事件名：防衛大臣の日程表の一部開示決定に関する件 

     

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる３１３文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）

につき，その一部を不開示とした決定については，別紙の２に掲げる部分

を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和元年８月２日付け防官文第５２３

７号により防衛大臣（以下「防衛大臣」，「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その

取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   処分庁は，防衛大臣日程表は公にすることを前提に作成されていない

ことから，日程表を公表することによる支障等が，法５条３号，４号及

び６号の定める不開示事由に該当するとしている。しかし，法は公にす

ることを予定していない情報も含む行政文書に対する開示請求権を定め

ており，もっぱら公表されていない行政文書，公にすることが予定され

ていない行政文書について開示請求権を保障し，開示を原則とし不開示

を例外としていることに意義がある。そのため，法５条各号の該当性は，

公にすることを前提に作成等がされているか否かではなく，公にするこ

とによる支障等のおそれが具体的に判断されなければならない。 

   防衛大臣の日程には，少なくとも閣議，記者会見，国会審議への出席，

閣僚が参加する各種会議，国会議員としての議員総会等などすでに公に

なっているものも多く含まれると思料される。また，それら以外の日程

であっても，一般的に特に秘匿性を要する用務など特殊なものを除き，

庁内の会議，レク，来客などは公になったとしても，国の安全等や公共

の安全を害し，秩序の維持に支障を及ぼすおそれはなく，また，防衛省
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の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはない。 

（２）意見書（添付資料については省略） 

   ア 不開示事由該当性について 

防衛大臣の日程表について，諮問庁は「公にすることを前提に作成

されて」いないとしているが，審査請求書で述べた通り，法は公に

することを前提に作成されているか否かに関わらず，不開示事由に

該当しない限り開示をするものである。防衛大臣の日程表の記載さ

れている日程について，公にすることを前提としていないことは法

５条３号，４号及び６号に該当することを基礎づけるものではない。 

また，日程表を公表することにより，「防衛省内において共有され

る情報等が明らかとなるなど，国の安全が害されるおそれ，公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ及び防衛省が行う事務又は

事業の円滑な遂行に支障を生じるおそれがある」と諮問庁は主張す

るが，いずれも理由がない。諮問庁は，抽象的な使用を主張してい

るにすぎず，実際の日程表の記述内容に照らして法５条３号，４号

及び６号に該当する具体的な支障とそれらが生じる法的蓋然性を立

証していない。例えば，常識的に推測すれば，日程表には国会日程

や政党の会議，閣議などの閣僚を構成員とする会議，公式行事，対

外的な行事・会合等で公にされているものなどが記載されていると

言えるが，これらの日程が明らかになったとしても，諮問庁が主張

するような公にすることによる支障が生じることにはならない。諮

問庁の主張の前提は，あくまでも「公にすることを前提にしていな

い」という形式的な要件をもって，公にすることによる支障を述べ

ているに過ぎない。 

さらに，防衛大臣の日程表に記載されているものとして，他大臣の

日程表の記載内容を踏まえるならば内部のレク，打合せ，面会など

の予定が含まれていると推測されるが，これらも具体的なレク等の

内容や場合によっては面会者等部分的に公にできない情報があった

としても，日程そのものを明らかにしたことで諮問庁が主張するよ

うな支障が具体的に生じることにはならない。これらの情報を明ら

かにしたところで，国の安全，すなわち国としての基本的な秩序が

平穏に維持されている状態が害される法的蓋然性はなく，法５条３

号には該当しない。また，公共の安全と秩序，すなわち刑事法の執

行を中心にしたものの維持が害される法的蓋然性もなく，法５条４

号に該当しない。法５条６号は，事務事業の性質状，円滑な遂行に

支障を生じるおそれを要件としており，大臣の日程表は日々の日程

を管理するという事務事業の目的，目的達成の手法等に照らして公

にしたことによって，適正な遂行に支障を生じる法的蓋然性がある
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とは言えない。 

加えて述べれば，例えば米国の国防長官の日程表が，情報自由法に

基づく請求により部分的に公開されている。別紙１（詳細は省略）

は，国防総省のリーディングルーム（特定ホームページアドレス）

に掲載されていたチャック・ヘーゲル国防長官（２０１３～２０１

５年）の日程表であるが，どのような用件，どこにいたのかなどは

公開されており，記述内容からして会合等の内容がセンシティブな

ものであることと思われるものであっても，予定としては公開され

ている。また，国防総省リーディングルームに未掲載であるものの

審査請求人が入手したものに，ジェームズ・マティス国防長官（２

０１７～２０１９年）の日程表（別紙２（詳細は省略））も部分公

開されている。本件諮問の対象となっている防衛大臣日程表と同時

期のものが含まれている。 

法及び情報自由法の規定の違い，それぞれの国の実情に照らして開

示される範囲がことなることは当然のことであるものの，他国の防

衛大臣に類する者の日程表が部分的に公開されている実情を踏まえ

ると，日程そのものを公開することが諮問庁の主張するような支障

となることについて，法的蓋然性があるとは言えない。したがって，

諮問庁の不開示処分は違法である。 

   イ 諮問庁の理由説明について 

     諮問庁の理由説明書は，決定通知において不開示としてすでに教示

されている内容と同程度であり，また審査請求人の請求理由に対して

反論ないし具体的な理由説明をしていない。このような理由説明書だ

と，情報公開・個人情報保護審査会の部会での審査において，ないし

事務局によって諮問庁から具体的な理由の聴取などにより補充を受け

るなどすることになると思われる。このような審査は，審査請求人の

反論機会を事実上奪う運用であり，不当である。補充の理由説明書の

提出を諮問庁に求め，審査請求人に反論機会を保障するよう求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

   本件開示請求は，「本開示請求書受付時点で保有している防衛大臣の日

程表ないしそれに類するもの」の開示を求めるものであり，これに該当す

る文書として，４８４文書及び別紙の１に掲げる３１３文書（本件対象文

書）を特定した。 

   本件開示請求については，法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し，まず，令和元年７月８日付け防官文第３９２８号により，４８

４文書について，法９条１項の規定に基づく一部開示決定処分を行った後，

令和元年８月２日付け防官文第５２３７号により，別紙の１に掲げる３１
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３文書（本件対象文書）について，法５条３号，４号及び６号に該当する

部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分）を行った。 

   本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

 ２ 法５条該当性について 

   別紙の１に掲げる文書１ないし文書３１２のそれぞれの日程表の表の全

て並びに別紙の１に掲げる文書３１３の日付及び表題以外の全てについて，

防衛大臣の日々の日程表は，公にすることを前提に作成されておらず，当

該日程表を公表することにより，防衛省内において共有される情報等が明

らかとなるなど，国の安全が害されるおそれ，公共の安全と秩序の維持に

支障を及ぼすおそれ及び防衛省が行う事務又は事業の円滑な遂行に支障を

生ずるおそれがあることから，法５条３号，４号及び６号に該当するため

不開示とした。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，「法は公にすることを予定していない情報も含む行政文

書に対する開示請求権を定めており，もっぱら公表されていない行政文書，

公にすることが予定されていない行政文書について開示請求権を保障し，

開示を原則とし不開示を例外としていることに疑義がある。そのため，法

５条各号の該当性は，公にすることを前提に作成等がされているか否かで

はなく，公にすることによる支障等のおそれが具体的に判断されなければ

ならない。防衛大臣の日程には，少なくとも閣議，記者会見，国会審議へ

の出席，閣僚が参加する各種会議，国会議員としての議員総会等などすで

に公になっているものも多く含まれると思料される。また，それら以外の

日程であっても，一般的に特に秘匿性を要する用務など特殊なものを除き，

庁内の会議，レク，来客などは公になったとしても，国の安全等や公共の

安全を害し，秩序の維持に支障を及ぼすおそれはなく，また防衛省の事務

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはないことから，原処分は法の解

釈，運用を誤ったものである。」として，原処分を取り消すとの決定を求

めるが，上記２のとおり，本件対象文書の一部については，法５条３号，

４号及び６号に該当するため不開示としたものである。 

よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和２年１月２７日  諮問の受理 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年２月６日     審議 

④ 同月２７日      審査請求人から意見書及び資料を収受 

⑤ 令和３年９月２日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件
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対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年１２月２３日   審議 

   ⑦ 令和４年２月３日   審議 

   ⑧ 同年３月１７日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙の１に掲げる３１３文書である。 

審査請求人は，原処分で不開示とされた部分の開示を求めており，諮問

庁は，本件対象文書の一部が法５条３号，４号及び６号（原処分の開示決

定通知書及び上記第３の記載から，同号柱書きを指すと解される。）に該

当するとして不開示とした原処分を妥当としている。 

当審査会において行政文書開示決定通知書の記載及び開示実施文書の写

しを確認したところ，行政文書開示決定通知書において，文書３１３の不

開示部分は「日付け及び表題以外の全て」と記載されているが，開示実施

文書ではこれに含まれない右上部分も開示されていたため，この点につき，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該部分は当初か

ら不開示部分に含めるつもりはなく，誤記であるとの説明であった。開示

決定通知書の効力は書面に表示されているとおり発生するものであり，当

該部分は不開示とされていたものと認めざるを得ないが，上記諮問庁の説

明を踏まえ，当該部分については判断せず，以下，本件対象文書の見分結

果に基づき，当該部分を除いた不開示部分の不開示情報該当性について検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対して当該不開示情報について

更に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり補足して説明

する。 

  ア 本件対象文書の性質について 

（ア）防衛大臣は２４時間３６５日にわたり，国内外からもたらされる

様々な情報に基づき，常に適切な危機管理態勢を確保すべく，自衛

隊の隊務を統括している。 

（イ）防衛大臣の日程表は，防衛省・自衛隊の情報収集能力や，他国と

の協力を含む日々の危機管理態勢（以下「危機管理態勢等」とい

う。）に関する情報が記載されており，これを明らかにした場合，

国内外に混乱を起こそうと考える者や防衛省の活動を妨げようと考

える者にとって，具体的な計画を企てることが容易となるといった

特有の事情がある。 

   イ 日程表の内容部分について 

   （ア）防衛大臣の日程表は防衛大臣の予定であるところ，その内容は，
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全体として，上記アで述べたとおり危機管理態勢等に関わる重要な

情報である。そのため，当該日程の内容を公表することにより，危

機管理態勢等に関する重要な情報が明らかとなり，国内外に混乱を

起こそうと考える者や防衛省の活動を妨げようと考える者にとって，

具体的な計画を企てることが容易となり，国の安全が害されるおそ

れ，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ及び防衛省が行

う事務又は事業の円滑な遂行に支障を生ずるおそれがある（法５条

３号，４号及び６号柱書き）。 

（イ）さらに，防衛大臣の行動として公表された内容に相当する情報

（例えば国会や閣議に関するもの）であったとしても，防衛大臣の

日程表において，この部分を開示することは適切ではない。 

   （ウ）その理由は，日程表における当該部分を明らかにした場合，その

記載位置や記載範囲，文字の大きさから，防衛大臣の当日の予定に

占める程度が明らかとなるためである。そのような情報は，公知と

なっている情報等の各種の情報と併せて分析されることで，危機管

理態勢等を推察する手掛かりとなる。 

（エ）そのため，当該部分を公表することにより，危機管理態勢等に関

する重要な情報が明らかとなり，国内外に混乱を起こそうと考える

者や防衛省の活動を妨げようと考える者にとって，具体的な計画を

企てることが容易となり，国の安全が害されるおそれ，公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ及び防衛省が行う事務又は事業

の円滑な遂行に支障を生ずるおそれがある（法５条３号，４号及び

６号柱書き）。 

ウ 日程表の様式，体裁等について 

（ア）防衛大臣の日程表は，上記アで述べたとおり危機管理態勢等に関

わる重要な情報である。このため，特定の職員が作成し，限られた

職員が取り扱っているところである。 

   （イ）しかしながら，日程表の様式や体裁部分が明らかとなれば，それ

を模倣して偽りの日程表を作成することが可能となる。 

このため，偽造した防衛大臣日程表を流布させて，国内外に混乱

を起こそうと考える者にとって，具体的な計画を企てることが容易

となる。そして，そうした計画が実行されれば，他国又は国際機関

との信頼関係が損なわれるおそれがあるとともに，防衛省・自衛隊

の円滑な任務遂行に支障が生じ，国の安全が害されるおそれがある

（法５条３号，４号及び６号柱書き）。 

   （ウ）文書３１３の左上部分について 

  当該部分を明らかにすることにより，危機管理態勢等を推察す

る手掛かりとなる情報が明らかとなる。そのような情報は，公知と
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なっている情報等の各種の情報と併せて分析されることで，危機管

理態勢等に関する重要な情報が明らかとなり，国内外に混乱を起こ

そうと考える者や防衛省の活動を妨げようと考える者にとって，具

体的な計画を企てることが容易となり，国の安全が害されるおそれ，

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ及び防衛省が行う事

務又は事業の円滑な遂行に支障を生ずるおそれがある（法５条３号，

４号及び６号柱書き）。 

 （２）以下，検討する。 

ア 別紙の２に掲げる部分を除く部分について 

（ア）当審査会において本件対象文書を見分したところ，本件対象文書

には，独自の様式を用い，事前に計画された防衛大臣の予定及び関

係部署に関する情報が１日ごとに分けられて記載されており，その

記載ぶりは詳細であって，個々の予定の重要度等に応じて記載方法

が変えられているものと認められる。また，その記載は，防衛省ウ

ェブサイト等において事後的に公表されている情報と比較すると，

事前の不確定な予定等についての詳細な記載であると認められ，同

ウェブサイト等においても，防衛大臣の１日全体の日程を，その様

式，重要度及び時間配分も含め確認できるような表については公表

されていないと認められる。 

そうすると，上記（１）アの防衛大臣の職務の特殊性に鑑みれば，

防衛大臣の行動として事後的に公表された内容に相当する部分も含

め，公知となっている情報等と比較して分析されることにより，危

機管理態勢等について推察可能となるとする上記（１）イ（ア）な

いし（ウ）及びウ（ウ）の諮問庁の説明は否定し難く，日程表の内

容部分及び文書３１３の左上部分のうち最終行５文字目以降の部分

は，全体として，危機管理態勢等について推察可能な情報と結び付

くものといわざるを得ないのであって，これらを一部でも公にした

場合には，危機管理態勢等に関わる重要な情報が明らかになる旨の

上記（１）イ（ア）及び（エ）並びにウ（ウ）の諮問庁の説明は，

これを否定することまではできない。 

また，日程表の様式，体裁部分について，これらを一部でも公に

した場合には，当該様式を利用するなどして，国内外に混乱を起こ

そうと考える者にとって，具体的な計画を企てることが容易となり，

そうした計画が実行されれば，他国又は国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれがあるとともに，防衛省・自衛隊の円滑な任務遂行

に支障が生じ国の安全が害されるおそれがあるとする上記（１）ウ

（イ）の諮問庁の説明についても，これを否定することまではでき

ない。 
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 （イ）したがって，当該部分は，これを公にすることにより，国の安全

が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条４号及び

６号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当

である。 

 イ 別紙の２に掲げる部分について 

 当該部分には，防衛大臣の職務及び日程表の具体的な内容に直接

的に関係しない一般的な内容が記載されているものと認められ，こ

れを公にしたとしても，直ちに危機管理態勢等を推察する手掛かり

となる情報が明らかとなるとは認められず，国の安全が害されるお

それがあるとも，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

あるとも，また，防衛省が行う事務又は事業の円滑な遂行に支障を

生ずるおそれがあるとも認められない。 

したがって，当該部分は，法５条３号，４号及び６号柱書きのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条３号，４号及

び６号に該当するとして不開示とした決定については，別紙の２に掲げる

部分を除く部分は，同条３号に該当すると認められるので，同条４号及び

６号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である

が，別紙の２に掲げる部分は，同条３号，４号及び６号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第４部会） 

委員 小林昭彦，委員 塩入みほも，委員 常岡孝好 
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別紙 

１（本件対象文書） 

 

文書１ 日程表２７１２１１ 

文書２ 日程表２８０１１９ 

文書３ 日程表２８０２２６ 

文書４ 日程表２８０３２３ 

文書５ 日程表２８０３２４ 

文書６ 日程表２８０３２５ 

文書７ 日程表２８０３２６．０３２７ 

文書８ 日程表２８０３２８ 

文書９ 日程表２８０３２９ 

文書１０ 日程表２８０３３０ 

文書１１ 日程表２８０３３１ 

文書１２ 日程表２８０４０１ 

文書１３ 日程表２８０４０２．０４０３ 

文書１４ 日程表２８０４０４ 

文書１５ 日程表２８０４０５ 

文書１６ 日程表２８０４０６ 

文書１７ 日程表２８０４０７ 

文書１８ 日程表２８０４０８ 

文書１９ 日程表２８０４０９．０４１０ 

文書２０ 日程表２８０４１１ 

文書２１ 日程表２８０４１２ 

文書２２ 日程表２８０４１３ 

文書２３ 日程表２８０４１４ 

文書２４ 日程表２８０４１５ 

文書２５ 日程表２８０４１６．０４１７ 

文書２６ 日程表２８０４１７ 

文書２７ 日程表２８０４１８ 

文書２８ 日程表２８０４１９ 

文書２９ 日程表２８０４２０ 

文書３０ 日程表２８０４２１ 

文書３１ 日程表２８０４２２ 

文書３２ 日程表２８０４２３．０４２４ 

文書３３ 日程表２８０４２５ 

文書３４ 日程表２８０４２６ 

文書３５ 日程表２８０４２７ 
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文書３６ 日程表２８０４２８ 

文書３７ 日程表２８０４２９～０５０１ 

文書３８ 日程表２８０５０２ 

文書３９ 日程表２８０５０３～０５０５ 

文書４０ 日程表２８０５０６ 

文書４１ 日程表２８０５０７～０５０８ 

文書４２ 日程表２８０５０９ 

文書４３ 日程表２８０５１０ 

文書４４ 日程表２８０５１１ 

文書４５ 日程表２８０５１２ 

文書４６ 日程表２８０５１３ 

文書４７ 日程表２８０５１４．０５１５ 

文書４８ 日程表２８０５１６ 

文書４９ 日程表２８０５１７ 

文書５０ 日程表２８０５１８ 

文書５１ 日程表２８０５１９ 

文書５２ 日程表２８０５２０ 

文書５３ 日程表２８０５２１．０５２２ 

文書５４ 日程表２８０５２３ 

文書５５ 日程表２８０５２４ 

文書５６ 日程表２８０５２５ 

文書５７ 日程表２８０５２６ 

文書５８ 日程表２８０５２７ 

文書５９ 日程表２８０５２８．０５２９ 

文書６０ 日程表２８０５３０ 

文書６１ 日程表２８０５３１ 

文書６２ 日程表２８０６０１ 

文書６３ 日程表２８０６０２ 

文書６４ 日程表２８０６０３～０６１２ 

文書６５ 日程表２８０６１３ 

文書６６ 日程表２８０６１４ 

文書６７ 日程表２８０６１５ 

文書６８ 日程表２８０６１６ 

文書６９ 日程表２８０６１７ 

文書７０ 日程表２８０６１８．０６１９ 

文書７１ 日程表２８０６２０ 

文書７２ 日程表２８０６２１ 

文書７３ 日程表２８０６２２ 
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文書７４ 日程表２８０６２３ 

文書７５ 日程表２８０６２４ 

文書７６ 日程表２８０６２５．０６２６ 

文書７７ 日程表２８０６２７ 

文書７８ 日程表２８０６２８ 

文書７９ 日程表２８０６２９ 

文書８０ 日程表２８０６３０ 

文書８１ 日程表２８０７０１ 

文書８２ 日程表２８０７０２ 

文書８３ 日程表２８０７０３ 

文書８４ 日程表２８０７０４ 

文書８５ 日程表２８０７０５ 

文書８６ 日程表２８０７０６ 

文書８７ 日程表２８０７０７ 

文書８８ 日程表２８０７０８ 

文書８９ 日程表２８０７１１ 

文書９０ 日程表２８０７１２ 

文書９１ 日程表２８０７１３ 

文書９２ 日程表２８０７１４ 

文書９３ 日程表２８０７１５ 

文書９４ 日程表２８０７１６～０７１８ 

文書９５ 日程表２８０７１９ 

文書９６ 日程表２８０７２０ 

文書９７ 日程表２８０７２１ 

文書９８ 日程表２８０７２２ 

文書９９ 日程表２８０７２３．０７２４ 

文書１００ 日程表２８０７２５ 

文書１０１ 日程表２８０７２６ 

文書１０２ 日程表２８０７２７ 

文書１０３ 日程表２８０７２８ 

文書１０４ 日程表２８０７２９ 

文書１０５ 日程表２８０７３０．０７３１ 

文書１０６ 日程表２８０８０１ 

文書１０７ 日程表２８０８０２ 

文書１０８ 日程表２８０８０３ 

文書１０９ 日程表２８０８０４ 

文書１１０ 日程表２８０８０５ 

文書１１１ 日程表２８０８０６．０８０７ 
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文書１１２ 日程表２８０８０８ 

文書１１３ 日程表２８０８０９ 

文書１１４ 日程表２８０８１０ 

文書１１５ 日程表２８０８１１ 

文書１１６ 日程表２８０８１２ 

文書１１７ 日程表２８０８１３～０８１７ 

文書１１８ 日程表２８０８１８ 

文書１１９ 日程表２８０８１９ 

文書１２０ 日程表２８０８２０．０８２１ 

文書１２１ 日程表２８０８２２ 

文書１２２ 日程表２８０８２３ 

文書１２３ 日程表２８０８２４ 

文書１２４ 日程表２８０８２５ 

文書１２５ 日程表２８０８２６ 

文書１２６ 日程表２８０８２７．０８２８ 

文書１２７ 日程表２８０８２９ 

文書１２８ 日程表２８０８３０ 

文書１２９ 日程表２８０８３１ 

文書１３０ 日程表２８０９０１ 

文書１３１ 日程表２８０９０２ 

文書１３２ 日程表２８０９０３．０９０４ 

文書１３３ 日程表２８０９０５ 

文書１３４ 日程表２８０９０６ 

文書１３５ 日程表２８０９０７．０９０８ 

文書１３６ 日程表２８０９０９ 

文書１３７ 日程表２８０９１０．０９１１ 

文書１３８ 日程表２８０９１２ 

文書１３９ 日程表２８０９１３ 

文書１４０ 日程表２８０９１４～０９１９ 

文書１４１ 日程表２８０９２０ 

文書１４２ 日程表２８０９２１ 

文書１４３ 日程表２８０９２２．０９２３ 

文書１４４ 日程表２８０９２４．０９２５ 

文書１４５ 日程表２８０９２６ 

文書１４６ 日程表２８０９２７ 

文書１４７ 日程表２８０９２８ 

文書１４８ 日程表２８０９２９ 

文書１４９ 日程表２８０９３０ 
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文書１５０ 日程表２８１００１．１００２ 

文書１５１ 日程表２８１００３ 

文書１５２ 日程表２８１００４ 

文書１５３ 日程表２８１００５ 

文書１５４ 日程表２８１００６ 

文書１５５ 日程表２８１００７ 

文書１５６ 日程表２８１０１１ 

文書１５７ 日程表２８１０１２ 

文書１５８ 日程表２８１０１３ 

文書１５９ 日程表２８１０１４ 

文書１６０ 日程表２８１０１５．１０１６ 

文書１６１ 日程表２８１０１７ 

文書１６２ 日程表２８１０１８ 

文書１６３ 日程表２８１０１９ 

文書１６４ 日程表２８１０２０ 

文書１６５ 日程表２８１０２１ 

文書１６６ 日程表２８１０２２ 

文書１６７ 日程表２８１０２３ 

文書１６８ 日程表２８１０２４ 

文書１６９ 日程表２８１０２５ 

文書１７０ 日程表２８１０２６ 

文書１７１ 日程表２８１０２７ 

文書１７２ 日程表２８１０２８ 

文書１７３ 日程表２８１０２９．１０３０ 

文書１７４ 日程表２８１０３１ 

文書１７５ 日程表２８１１０１ 

文書１７６ 日程表２８１１０２ 

文書１７７ 日程表２８１１０３．１１０４ 

文書１７８ 日程表２８１１０５．１１０６ 

文書１７９ 日程表２８１１０７ 

文書１８０ 日程表２８１１０８ 

文書１８１ 日程表２８１１０９ 

文書１８２ 日程表２８１１１０ 

文書１８３ 日程表２８１１１１ 

文書１８４ 日程表２８１１１２．１１１３ 

文書１８５ 日程表２８１１１４ 

文書１８６ 日程表２８１１１５．１１１６ 

文書１８７ 日程表２８１１１７ 
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文書１８８ 日程表２８１１１８ 

文書１８９ 日程表２８１１１９．１１２０ 

文書１９０ 日程表２８１１２１ 

文書１９１ 日程表２８１１２２ 

文書１９２ 日程表２８１１２３．１１２４ 

文書１９３ 日程表２８１１２５ 

文書１９４ 日程表２８１１２６．１１２７ 

文書１９５ 日程表２８１１２８ 

文書１９６ 日程表２８１１２９ 

文書１９７ 日程表２８１１３０ 

文書１９８ 日程表２８１２０１ 

文書１９９ 日程表２８１２０２ 

文書２００ 日程表２８１２０３．１２０４ 

文書２０１ 日程表２８１２０５ 

文書２０２ 日程表２８１２０６ 

文書２０３ 日程表２８１２０７ 

文書２０４ 日程表２８１２０８ 

文書２０５ 日程表２８１２０９ 

文書２０６ 日程表２８１２１０～１２１２ 

文書２０７ 日程表２８１２１３ 

文書２０８ 日程表２８１２１４ 

文書２０９ 日程表２８１２１５ 

文書２１０ 日程表２８１２１６ 

文書２１１ 日程表２８１２１７．１２１８ 

文書２１２ 日程表２８１２１９ 

文書２１３ 日程表２８１２２０ 

文書２１４ 日程表２８１２２１ 

文書２１５ 日程表２８１２２２ 

文書２１６ 日程表２８１２２３～１２２５ 

文書２１７ 日程表２８１２２６ 

文書２１８ 日程表２８１２２７～１２３１ 

文書２１９ 日程表２９０１０１～０１０３ 

文書２２０ 日程表２９０１０４～０１０９ 

文書２２１ 日程表２９０１１０ 

文書２２２ 日程表２９０１１１ 

文書２２３ 日程表２９０１１２～０１１５ 

文書２２４ 日程表２９０１１６ 

文書２２５ 日程表２９０１１７ 
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文書２２６ 日程表２９０１１８ 

文書２２７ 日程表２９０１１９ 

文書２２８ 日程表２９０１２０ 

文書２２９ 日程表２９０１２１．０１２２ 

文書２３０ 日程表２９０１２３ 

文書２３１ 日程表２９０１２４ 

文書２３２ 日程表２９０１２５ 

文書２３３ 日程表２９０１２６ 

文書２３４ 日程表２９０１２７ 

文書２３５ 日程表２９０１２８．０１２９ 

文書２３６ 日程表２９０１３０ 

文書２３７ 日程表２９０１３１ 

文書２３８ 日程表２９０２０１ 

文書２３９ 日程表２９０２０２ 

文書２４０ 日程表２９０２０３ 

文書２４１ 日程表２９０２０７ 

文書２４２ 日程表２９０２０８ 

文書２４３ 日程表２９０２０９ 

文書２４４ 日程表２９０２１０ 

文書２４５ 日程表２９０２１１．０２１２ 

文書２４６ 日程表２９０２１３ 

文書２４７ 日程表２９０２１４ 

文書２４８ 日程表２９０２１５ 

文書２４９ 日程表２９０２１６ 

文書２５０ 日程表２９０２１７ 

文書２５１ 日程表２９０２１８．０２１９ 

文書２５２ 日程表２９０２２０ 

文書２５３ 日程表２９０２２１ 

文書２５４ 日程表２９０２２２ 

文書２５５ 日程表２９０２２３ 

文書２５６ 日程表２９０２２４ 

文書２５７ 日程表２９０２２５．０２２６ 

文書２５８ 日程表２９０２２７ 

文書２５９ 日程表２９０２２８ 

文書２６０ 日程表２９０３０１ 

文書２６１ 日程表２９０３０２ 

文書２６２ 日程表２９０３０３ 

文書２６３ 日程表２９０３０４．０３０５ 
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文書２６４ 日程表２９０３０６ 

文書２６５ 日程表２９０３０７ 

文書２６６ 日程表２９０３０８ 

文書２６７ 日程表２９０３０９ 

文書２６８ 日程表２９０３１０ 

文書２６９ 日程表２９０３１１．０３１２ 

文書２７０ 日程表２９０３１３ 

文書２７１ 日程表２９０３１４ 

文書２７２ 日程表２９０３１５ 

文書２７３ 日程表２９０３１６ 

文書２７４ 日程表２９０３１７ 

文書２７５ 日程表２９０３１８～０３２０ 

文書２７６ 日程表２９０３２１ 

文書２７７ 日程表２９０３２２ 

文書２７８ 日程表２９０３２３ 

文書２７９ 日程表２９０３２４ 

文書２８０ 日程表２９０３２５．０３２６ 

文書２８１ 日程表２９０３２７ 

文書２８２ 日程表２９０３２８ 

文書２８３ 日程表２９０３２９ 

文書２８４ 日程表２９０３３０ 

文書２８５ 日程表２９０３３１ 

文書２８６ 日程表３１０３０１ 

文書２８７ 日程表３１０３０２～０３０４ 

文書２８８ 日程表３１０３０５ 

文書２８９ 日程表３１０３０６ 

文書２９０ 日程表３１０３０７ 

文書２９１ 日程表３１０３０８ 

文書２９２ 日程表３１０３０９～０３１１ 

文書２９３ 日程表３１０３１２ 

文書２９４ 日程表３１０３１３ 

文書２９５ 日程表３１０３１４ 

文書２９６ 日程表３１０３１５ 

文書２９７ 日程表３１０３１６～０３１７ 

文書２９８ 日程表３１０３１８ 

文書２９９ 日程表３１０３１９ 

文書３００ 日程表３１０３２０ 

文書３０１ 日程表３１０３２１．０３２２ 
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文書３０２ 日程表３１０３２３～０３２５ 

文書３０３ 日程表３１０３２６ 

文書３０４ 日程表３１０３２７ 

文書３０５ 日程表３１０３２８ 

文書３０６ 日程表３１０３２９ 

文書３０７ 日程表３１０３３０～０４０１ 

文書３０８ 日程表３１０４０２ 

文書３０９ 日程表３１０４０３ 

文書３１０ 日程表３１０４０４ 

文書３１１ 日程表３１０４０５ 

文書３１２ 日程表３１０４０６～０４０８ 

文書３１３ 日程表２０１９０５０７ 

 

２（開示すべき部分） 

文書３１３の左上部分（最終行５文字目以降を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


